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（
法
務
委
員
会
）

性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
の
取
扱
い
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
法
務
委
員
長
提
出
）

（
参
第
二
一
号
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
現
に
子
が
い
る
性
同
一
性
障
害
者
で
あ
っ
て
も
、
当
該
子
が
す
べ
て
成
年
に
達
し
て
い
る
場
合
に
は
、
性
別

の
取
扱
い
の
変
更
の
審
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
そ
の
審
判
に
係
る
要
件
を
緩
和
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
性
別
の
取
扱
い
の
変
更
の
審
判
に
係
る
要
件
の
改
正

性
別
の
取
扱
い
の
変
更
の
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
性
同
一
性
障
害
者
に
関
す
る
要
件
の
う
ち
、
「
現
に
子
が
い

な
い
こ
と
」
を
「
現
に
未
成
年
の
子
が
い
な
い
こ
と
」
に
改
め
る
。

二
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
の
取
扱
い
の
変
更
の
審
判
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
性
同
一
性
障

害
者
の
性
別
の
取
扱
い
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
状
況
を
踏
ま
え
、
性
同
一
性
障
害
者
及
び
そ
の
関
係
者
の
状
況
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そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
、
必
要
に
応
じ
、
検
討
が
加
え
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。


